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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置にユーザがログインするためのログイン処理を行うログイン処理手段と、
ジョブに関する複数の設定項目の設定値をユーザが設定可能な設定画面を表示する表示手
段と、
　前記ジョブの設定画面が表示されている状態でユーザがログアウトした後、前記ログア
ウトをしたユーザによる再ログイン中に、前記ログアウトの際に設定されている設定値を
前記ユーザの反映指示に基づくことなく反映した前記ジョブの設定画面を表示させる反映
手段と、を有し、
　前記反映手段は、少なくとも一つの設定項目を反映対象から除くことを特徴とする画像
処理装置。
【請求項２】
　前記反映手段は、ログアウトの際に設定されている設定値であって、前記少なくとも一
つの設定項目を含む複数の設定項目の設定値を記憶し、前記少なくとも一つの設定項目に
ついては設定値の反映を行わず、前記少なくとも一つの設定項目を除く設定項目について
記憶した設定値を反映した前記ジョブの設定画面を表示させることを特徴とする請求項１
に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記反映手段は、ログアウトの際に設定されている設定値であって、前記少なくとも一
つの設定項目を除く設定項目の設定値を記憶し、記憶した設定値を反映した前記ジョブの
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設定画面を表示させることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記反映手段は、前記ログアウトの際に設定されている設定値であって、前記少なくと
も一つの設定項目を含む複数の設定項目の設定値を記憶し、
　前記少なくとも一つの設定項目についてはユーザによる反映指示に基づいて、記憶した
設定値を反映した前記ジョブの設定画面を表示させることを特徴とする請求項１に記載の
画像処理装置。
【請求項５】
　前記反映手段は、ログアウトの際に設定されている設定値を、ログインしたユーザのユ
ーザ識別情報と対応づけて記憶することを特徴とする請求項２乃至４のいずれか一項に記
載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記反映手段は、前記ログイン処理手段のログイン処理に従って、前記ログアウトの際
に設定されている設定値を反映した前記ジョブの設定画面を表示することを特徴とする請
求項１乃至５のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　原稿の画像を読み取って画像データを生成する読み取り手段と、
　画像データを送信する送信手段と、を有し、
　前記少なくとも一つの設定項目は、前記読み取り手段によって生成された画像データを
前記送信手段により送信するジョブの送信先であることを特徴とする請求項１乃至６のい
ずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　画像処理装置にユーザがログインするためのログイン処理を行うログイン処理手段と、
ジョブに関する複数の設定項目の設定値をユーザが設定可能な設定画面を表示する表示手
段と、
　前記ジョブの設定画面が表示されている状態でユーザがログアウトした後、前記ログア
ウトしたユーザによる再ログイン中に、前記ログアウトの際に設定されている設定値を反
映した前記ジョブの設定画面を表示させる反映手段と、を有し、
　前記反映手段は、少なくとも一つの設定項目について設定値を反映することを禁止する
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　画像処理装置の制御方法であって、
　画像処理装置にユーザがログインするためのログイン処理を行うログイン処理ステップ
と、
　ジョブに関する複数の設定項目の設定値をユーザが設定可能な設定画面を表示する表示
ステップと、
　前記ジョブの設定画面が表示されている状態でユーザがログアウトした後、前記ログア
ウトをしたユーザによる再ログイン中に、前記ログアウトの際に設定されている設定値を
前記ユーザの反映指示に基づくことなく反映した前記ジョブの設定画面を表示させる反映
ステップと、を有し、
　前記反映ステップは、少なくとも一つの設定項目を反映対象から除くことを特徴とする
画像処理装置の制御方法。
【請求項１０】
　画像処理装置にユーザがログインするためのログイン処理を行うログイン処理ステップ
と、
　ジョブに関する複数の設定項目の設定値をユーザが設定可能な設定画面を表示する表示
ステップと、
　前記ジョブの設定画面が表示されている状態でユーザがログアウトした後、前記ログア
ウトしたユーザによる再ログイン中に、前記ログアウトの際に設定されている設定値を反
映した前記ジョブの設定画面を表示させる反映ステップと、を有し、
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　前記反映ステップは、少なくとも一つの設定項目について設定値を反映することを禁止
することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０に記載の情報処理装置の制御方法を、コンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置および画像処理装置の制御方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ユーザが画像処理装置からログアウトする時に設定されているジョブに関する設
定項目の設定値を記憶し、ログアウトしたユーザが再ログインした後に記憶したジョブに
関する設定値を反映した設定画面を表示する画像処理装置が考えられている。
【０００３】
　上記のような設定値反映機能を有する画像処理装置を用いると次のようなことが可能と
なる。
【０００４】
　例えば、ユーザが画像処理装置にログインし、送信先の設定や利用する用紙サイズの設
定等ジョブに関する設定を行っている途中でログアウトする。設定途中でログアウトした
ユーザが再ログインした後にログアウト時に設定されていた設定値を反映した設定画面を
画像処理装置の表示部に表示することで以前行った設定を再度行うユーザの手間を省くこ
とが可能となる。
【０００５】
　このようにユーザがログイン中に行った設定を画像処理装置が記憶しておくことで、ユ
ーザは再ログイン中にログアウト時に設定されていた設定値を反映した設定画面を利用す
ることが可能となる。
【０００６】
　特許文献１には、ジョブの設定を行ったユーザが再ログインした後に、記憶した設定値
を全て反映した設定画面を表示する画像処理装置が記載されている。
【０００７】
　特許文献２には、再ログインした後にどの設定項目の設定値を反映するかをユーザに問
合せる画像処理装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－２１８０７５号公報
【特許文献２】特開２００７－２５１４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１では、自動では設定値の反映を行いたくない設定項目についても画像処理装
置に記憶された設定値が反映された設定画面が表示されてしまう。
【００１０】
　自動で設定値の反映を行いたくない設定項目としては、ＦＡＸデータの送信やＥメール
の送信を行うＦＡＸ／センド機能の送信先等があげられる。
【００１１】
　ＦＡＸ／センド機能において送信先を自動で反映した設定画面を表示する画像処理装置
では次のような問題が起こる。
【００１２】
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　ユーザがＦＡＸ／センド機能の設定画面において送信先を含む複数の設定項目について
設定し、ログアウトしたものとする。上記のような画像処理装置では、ユーザが再ログイ
ンしたとき、ユーザがログアウト時と異なる送信先にファクスを送信しようとしている場
合にも、画像処理装置の記憶した送信先を反映した設定画面が表示されてしまう。ユーザ
が記憶された送信先が反映されていることに気がつかずジョブを送信してしまうと、ユー
ザの意図した送信先とは異なる送信先にファクスが送信されてしまい、誤送信となってし
まう。
【００１３】
　このように、一部の設定項目については、画像処理装置に記憶されている設定値を再ロ
グイン後に自動で反映しジョブを実行してしまうと、ユーザの意図しない設定でのジョブ
の実行へつながってしまう場合がある。
【００１４】
　特許文献２のように設定値毎に設定値を反映するか否かをユーザが決定することで、設
定値を自動で反映することを防ぐことができる。しかし、特許文献２ではユーザが反映指
示をしなくとも設定値の反映を行ってよい設定項目についてまで、再ログイン時にユーザ
に反映指示を求めることとなるため、手間がかかる。
【００１５】
　本発明は、自動での設定値反映機能を用いることで再ログイン後の設定値の設定にかか
る手間を少なくしつつ、一部の設定項目についてユーザが意図しない設定でジョブが実行
される可能性を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明の画像処理装置は、画像処理装置のユーザがログイ
ンするためのログイン処理を行うログイン処理手段と、ジョブに関する複数の設定項目の
設定値をユーザが設定可能な設定画面を表示する表示手段と、前記ジョブの設定画面が表
示された状態でユーザがログアウトした後、前記ログアウトしたユーザによる再ログイン
中に、前記ログアウトの際に設定されていた設定値を前記ユーザの反映指示に基づくこと
なく反映した前記ジョブの設定画面を表示させる反映手段と、を有し、前記反映手段は、
少なくとも一つの設定項目について反映対象から除くことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、自動での設定値反映機能を用いることで再ログイン後の設定値の設定
にかかる手間を少なくしつつ、一部の設定項目を反映対象から除くことで、一部の設定項
目についてユーザが意図しない設定でジョブが実行される可能性を低減することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施例における、画像処理装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施例における、画像処理装置のログインからログアウトまでの処理に
関するフローチャートである。
【図３】本発明の実施例１における、画像処理装置の設定値反映処理に関するフローチャ
ートである。
【図４】本発明の実施例２における、画像処理装置の反映処理に関するフローチャートで
ある。
【図５】本発明の実施例における、ＲＡＭ１０２に記憶された各設定項目の設定値の模式
図である。
【図６】本発明の実施例における、ＨＤＤ１０４に記憶される各設定項目の設定値および
ログイン後の初期表示機能に関する模式図である。
【図７】本発明の実施例における、ＬＣＤ表示部４０１に表示されるメインメニューを示
す図である。
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【図８】本発明の実施例における、ＬＣＤ表示部４０１に表示されるアドレス帳画面を示
す図である。
【図９】本発明の実施例における、ＬＣＤ表示部４０１に表示されるＦＡＸ／センド機能
の設定画面を示す図である。
【図１０】本発明の実施例における、ＬＣＤ表示部４０１に表示される反映確認画面およ
び送信先反映確認画面を示す図である。
【図１１】本発明の実施例における、操作部の一例を示す図である。
【図１２】本発明の実施例における、ＬＣＤ表示部４０１に表示される新規送信先入力画
面を示す図である。
【図１３】本発明の実施例３における、画像処理装置の設定値反映処理に関するフローチ
ャートである。
【図１４】本発明の実施例３における、ＲＡＭ１０２に記憶された各設定項目の反映方法
の模式図および、ＬＣＤ表示部４０１に表示される反映確認画面を示す図である。
【図１５】その他の実施例においてＬＣＤ表示部４０１に表示される設定値反映選択画面
の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　（実施例１）
　以下に、図面を参照して、本発明の実施例を説明する。
【００２０】
　図１は本発明の実施の形態に係る画像処理装置１００のハードウェア構成の一例を示す
ブロック図である。
【００２１】
　図１において、コントローラユニット１１６は、画像入力デバイスとして機能するスキ
ャナ１１４や、画像出力デバイスとして機能するプリンタ１１２と接続されている。一方
で、コントローラユニット１１６は、ＬＡＮ１２１や公衆回線網１２２を介して、他の情
報処理装置や画像処理装置と画像データのやりとりを行う。コントローラユニット１１６
において、ＣＰＵ１０１は、システム全体を制御するプロセッサである。ＲＡＭ１０２は
、ＣＰＵ１０１が動作するためのシステムワークメモリであり、プログラムを記録するた
めのプログラムメモリや、画像データを一時記録するための画像メモリとして使用される
。ＲＯＭ１０３は、システムのブートプログラムや各種制御プログラムを記憶する。ハー
ドディスクドライブ（ＨＤＤ）１０４は、システムを制御するための各種プログラム、画
像データ等を記憶する。
【００２２】
　操作部インタフェース（操作部Ｉ／Ｆ）１０７は、操作部１０８とのインタフェース部
であり、操作部１０８に表示する画像データを出力する。
【００２３】
　また、操作部Ｉ／Ｆ１０７は、操作部１０８を用いてユーザが入力した情報をＣＰＵ１
０１に伝える。なお、操作部１０８はタッチパネルを有する表示部を備えており、表示部
に表示されたボタンを、ユーザが指等で押下することで各種指示を行う。
【００２４】
　ネットワークインタフェース（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ）１０５は、ＬＡＮ１２１に接
続し、外部装置とのデータの入出力を行う。モデム（ＭＯＤＥＭ）１０６は、公衆回線網
１２２に接続し、ＦＡＸの送受信等のデータの入出力を行う。外部インタフェース（外部
Ｉ／Ｆ）１１８は、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、プリンタポート、ＲＳ－２３２Ｃ等の外
部入力を受け付けるＩ／Ｆ部である。なお、本実施形態においては、ＩＣカードの読み取
り用のカードリーダ１１９が外部Ｉ／Ｆ１１８に接続されている。そして、ＣＰＵ１０１
は、この外部Ｉ／Ｆ１１８を介してカードリーダ１１９によるＩＣカードからの情報読み
取りを制御し、該ＩＣカードから読み取られた情報を取得可能である。以上のデバイスが
システムバス１０９上に配置される。
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【００２５】
　イメージバスインタフェース（ＩＭＡＧＥ　ＢＵＳ　Ｉ／Ｆ）１２０は、システムバス
１０９と画像データを高速で転送する画像バス１１５とを接続し、データ構造を変換する
バスブリッジである。
【００２６】
　画像バス１１５は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。画像バス１１５
上には以下のデバイスが接続される。ラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）１１０は、例
えば、ＰＤＬコード等のベクトルデータをビットマップイメージに展開する。プリンタイ
ンタフェース（プリンタＩ／Ｆ）１１１は、プリンタ１１２とコントローラユニット１１
６を接続する。また、スキャナインタフェース（スキャナＩ／Ｆ）１１３は、スキャナ１
１４とコントローラユニット１１６を接続する。
【００２７】
　画像処理部１１７は、入力画像データの補正、加工、編集を行う。また、画像処理部１
１７は、プリント出力画像データに対して、プリンタの補正、解像度変換等を行う。さら
に、画像処理部１１７は、画像データの回転や、多値画像データをＪＰＥＧへ、２値画像
データをＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨ等へ圧縮、伸張するための圧縮伸張処理を行う。
【００２８】
　スキャナ１１４は、原稿となる紙上の画像に光を照射し、ＣＣＤラインセンサで走査す
ることで、原稿をラスタイメージデータとして電気信号に変換する。原稿用紙は不図示の
原稿フィーダのトレイにセットされ、ユーザが操作部１０８を用いて画像の読み取り開始
を指示する。これにより、ＣＰＵ１０１がスキャナ１１４に指示を与え、原稿フィーダは
原稿用紙を１枚ずつ読み取る。プリンタ１１２は、ラスタイメージデータを用紙上の画像
に変換する。プリンタの方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真方式、微少
ノズルアレイからインクを吐出して用紙上に直接画像を印字するインクジェット方式等が
ある。本発明が実施可能であれば、どの方式の装置を用いても構わない。プリント動作の
起動は、ＣＰＵ１０１からの指示によって開始する。なお、プリンタ１１２には、異なる
用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の給紙カセット（不図示）を備
えている。
【００２９】
　操作部１０８は、図１１に示すようにＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ）表示部４０１を有し、ＬＣＤ上にタッチパネルシートが貼られている。ＣＰＵ
１０１はＬＣＤ表示部４０１にシステムの設定画面を表示する。表示してあるキーが指等
により押下された位置情報は操作部Ｉ／Ｆ１０７を介してＣＰＵ１０１に伝えられる。
【００３０】
　また、操作部１０８は、各種操作キーとして、例えば、スタートキー４０２、ストップ
キー４０４、ユーザモードキー４０６、ＩＤキー４０７、リセットキー４０８等を備える
。ここで、操作部１０８のスタートキーは、原稿画像の読み取り動作を開始する時などに
用いる。スタートキーの中央部には、緑と赤の２色ＬＥＤ４０３があり、その色によって
スタートキーが使える状態にあるかどうかを示す。また、操作部１０８のストップキーは
、稼働中の動作を止める働きをする。また、操作部１０８のＩＤキーは、使用者のユーザ
ＩＤを入力する際に用いる。リセットキーは、各機能に関する設定を初期化する時に用い
る。
【００３１】
　カードリーダ１１９は、ＣＰＵ１０１からの制御により、ＩＣカード内に記憶されてい
る情報を読み取り、読み取った情報を外部Ｉ／Ｆ１１８を介してＣＰＵ１０１へ通知する
。以上のような構成によって、画像処理装置１００は、スキャナ１１４から読み込んだ画
像データを他の情報処理装置へ送信したり、他の情報処理装置から受信した印刷データを
プリンタ１１２により印刷出力することができる。また、画像処理装置１００は、スキャ
ナ１１４から読み込んだ画像データをモデム１０６により公衆回線網１２２上にＦＡＸ送
信したり、公衆回線からＦＡＸ受信した画像データをプリンタ１１２により出力すること
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ができる。
【００３２】
　図７に画像処理装置１００のＬＣＤ表示部４０１に表示されるメインメニュー画面１５
００の一例を示す。メインメニュー画面１５００は、ユーザが利用する機能を選択するた
めの機能選択画面である。ボタン１５０１～１５０６は画像処理装置１００が備える機能
に対応するボタンである。ユーザがボタン１５０１～１５０６を指等で押下することで対
応する機能を利用するための設定画面がＬＣＤ表示部４０１に表示される。「コピー」ボ
タン１５０１は、コピー機能に対応するボタンである。「スキャンして保存」ボタン１５
０２、「保存ファイルの利用」ボタン１５０３はボックス機能に対応するボタンである。
ボックス機能
は、スキャナ１１４を介して原稿を読み取って生成した画像データをＲＡＭ１０２やＨＤ
Ｄ１０４等に記憶したり、記憶した画像データについてプリンタ１１２を介して印刷した
りする機能である。「プリント」ボタン１５０４はプリント機能に対応するボタンである
。「スキャンして送信」ボタン１５０５はＦＡＸ／センド機能に対応するボタンである。
ＦＡＸ／センド機能は、スキャナ１１４を介して原稿を読み取り、生成した画像データを
ＬＡＮ１２１や公衆回線網１２２を介して他の画像処理装置や情報処理装置へ送信する機
能である。「アドレス帳編集」ボタン１５０６はアドレス帳編集機能に対応するボタンで
ある。
【００３３】
　ＣＰＵ１０１はユーザが画像処理装置１００にログインした後、ＬＣＤ表示部４０１に
メインメニュー画面１５００を表示する。メインメニュー画面１５００に表示されている
機能に対応するボタンをユーザが指等で押下した後、ＣＰＵ１０１は選択された機能に対
応する設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する。ユーザがコピー機能、ボックス機能、
ＦＡＸ／センド機能のいずれかに対応するボタンを押下した場合、各機能のジョブに関す
る設定値を設定可能な設定画面がＬＣＤ表示部４０１に表示される。例えば、ユーザが「
コピー」ボタンを押下した場合、ＣＰＵ１０１はコピージョブに関する設定画面を表示し
、「プリント」ボタンを押下した場合、ＣＰＵ１０１は印刷ジョブに関する設定画面を表
示する。
【００３４】
　以下の説明ではユーザがメインメニュー画面１５００で「スキャンして送信」ボタン１
５０５を押下し、ＦＡＸ／センド機能を選択したものとする。図９（ａ）にＦＡＸ／セン
ドジョブに関する設定画面である「スキャンして送信」画面１７００を示す。ユーザが「
スキャンして送信」ボタン１５０５を押下したことに従い、ＣＰＵ１０１はＬＣＤ表示部
４０１に「スキャンして送信」画面１７００を表示する。「スキャンして送信」画面１７
００は送信先表示部１７０１や各種ボタン（１７０２～１７０８）から構成される。
【００３５】
　ユーザは各種ボタン（１７０２～１７０８）を押下し、送信先の設定を含めＦＡＸ／セ
ンドジョブに関する設定を行う。ユーザが「スキャンして送信」画面１７００を表示した
状態で、「ログアウト」ボタン１７０９またはＩＤキー４０７を押下すると、ＣＰＵ１０
１はＦＡＸ／センド機能についてユーザの設定したジョブに関する設定をＨＤＤ１０４に
記憶してログアウトする。ログアウトしたユーザが再ログインした後に、ＣＰＵ１０１は
送信先以外の設定項目についてＨＤＤ１０４に記憶したジョブに関する設定値を反映した
「スキャンして送信」画面１７００をＬＣＤ表示部４０１に表示する。
【００３６】
　図２は、本発明における画像処理装置１００のＣＰＵ１０１が行うログインからログア
ウトまでの処理を示したフローチャートである。図２に示されるフローチャートは画像処
理装置１００のＨＤＤ１０４内にプログラムコードとして記憶される。ＣＰＵ１０１はＨ
ＤＤ１０４等に記憶されたプログラムコードを読み取り、以下の各ステップを実行するこ
とによって本発明における各機能を実現する。
【００３７】
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　以下、画像処理装置１００にユーザがログインしてからログアウトするまでの間にＣＰ
Ｕ１０１が行う処理について図２を用いて説明する。
【００３８】
　まず、ＣＰＵ１０１は、画像処理装置１００を使用するユーザの認証情報を受け付ける
（Ｓ１０１）。ユーザがＩＣカードをカードリーダ１１９に接触または接近させることに
よって、ＣＰＵ１０１はログイン処理を開始する。ＣＰＵ１０１はＩＣカード内に記憶さ
れているユーザ識別情報を読み取り、ユーザの認証処理を行う。ログインを受け付ける方
法はＩＣカードを用いる方法に限らず、例えばユーザが操作部１０８を用いてユーザＩＤ
およびパスワードを入力する等の方法を用いることとしてもかまわない。本実施例におい
ては、ユーザＩＤはユーザ識別情報として用いられる。
【００３９】
　次に、ＣＰＵ１０１は認証が成功したか否かを判定する（Ｓ１０２）。認証が失敗した
場合、ＣＰＵ１０１は引き続きユーザの認証を受け付ける（Ｓ１０１）。
【００４０】
　認証が成功した場合、ＣＰＵ１０１は認証したユーザのユーザＩＤに対応する初期表示
機能６０１がＨＤＤ１０４に記憶されているか否かを判定する（Ｓ１０３）。初期表示機
能６０１は後述する方法によってユーザのログアウト時にＨＤＤ１０４に記憶される。図
６（ａ）はＨＤＤ１０４に記憶された初期表示機能情報の模式図である。図６（ａ）はユ
ーザＩＤ「０００１」のユーザが以前のログアウト時にＦＡＸ／センド機能の設定画面を
表示した状態でログアウトをしたことを示している。ユーザの認証を受け付けてからＣＰ
Ｕ１０１がＬＣＤ表示部４０１に表示する画面を決定するまでの処理（Ｓ１０１～Ｓ１０
３）をユーザが画像処理装置１００にログインするために必要なログイン処理とする。
【００４１】
　認証したユーザのユーザＩＤに対応する初期表示機能情報がＨＤＤ１０４の初期表示機
能６０１に記憶されていた場合、ＣＰＵ１０１は後述する図３の処理を開始する。初期表
示機能６０１に初期表示機能情報が記憶されていない場合、ＣＰＵ１０１はユーザが機能
を選択するためのメインメニュー画面１５００をＬＣＤ表示部４０１に表示する（Ｓ１０
４）。
【００４２】
　ＣＰＵ１０１はユーザによる機能選択を受け付ける。ＣＰＵ１０１はユーザの操作に従
い、各機能を利用するための設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する（Ｓ１０５）。本
実施例では、ユーザが「スキャンして送信」ボタン１５０５を選択し、ＣＰＵ１０１はＦ
ＡＸ／センド機能に対応する設定画面である「スキャンして送信」画面１７００をＬＣＤ
表示部４０１に表示する。
【００４３】
　ＣＰＵ１０１は不図示の手段を用いてユーザが予め設定したデフォルト設定を反映した
ジョブに関する設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する。図９（ａ）はＦＡＸ／センド
機能のデフォルト設定を反映した設定画面を示している。図９（ａ）では、送信先は設定
がなされておらず、カラーモードは「白黒」、解像度「普通」、両面設定「両面」が設定
されている。
【００４４】
　次に、ＣＰＵ１０１は、操作部１０８の操作等のユーザによる入力を受け付ける（Ｓ１
０６）。
【００４５】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ユーザが入力した内容に従って、処理を切り替える（Ｓ１０７
）。ＣＰＵ１０１はユーザが入力した内容に従って、送信先の設定、またはその他の設定
、送信開始処理、ログアウトのいずれかの処理を行う。
【００４６】
　ユーザが送信先に関する入力を行った場合、例えばユーザが「アドレス帳」ボタン１７
０２、「ワンタッチ」ボタン１７０３、「新規に入力」ボタン１７０４を押下した場合、
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ＣＰＵ１０１は送信先を設定する処理を行う（図中、送信先設定）（Ｓ１０８）。
【００４７】
　以下、送信先を設定するための処理について述べる。
【００４８】
　ユーザが「新規に入力」ボタン１７０４を押下した場合、ＣＰＵ１０１は、ＬＣＤ表示
部４０１に新規送信先画面を表示する。図１２にＬＣＤ表示部４０１に表示される新規送
信先画面の例を示す。新規送信先画面１９００には送信種別フィールド１９０１が表示さ
れており、ユーザによる送信種別の指示を受け付ける。送信種別は、「ＦＡＸ」、「Ｅメ
ール」、「ファイルに保存」といった機能種別であってもよいし、「ＳＭＴＰ」、「Ｇ３
」、「ＳＭＰ」といったプロトコルにもとづいた種別であってもよい。あるいは、それら
の組み合わせであってもよい。
【００４９】
　また、新規送信先画面１９００には送信先フィールド１９０２が表示されており、ＣＰ
Ｕ１０１はユーザによる送信先の入力を受け付ける。ユーザが「設定」ボタン１９０４を
押下すると、ＣＰＵ１０１は送信種別フィールド１９０１および送信先フィールド１９０
２に設定された内容を送信先として設定する。
【００５０】
　ユーザが「アドレス帳」ボタン１７０２を押下した場合、ＣＰＵ１０１はＬＣＤ表示部
４０１にアドレス帳画面１６００を表示し、アドレス帳に登録された送信先のうちユーザ
が選択した送信先をジョブの送信先として設定する。
【００５１】
　図８にＬＣＤ表示部４０１に表示されるアドレス帳画面の例を示す。アドレス帳画面１
６００には、アドレスリスト１６０１、「新規アドレス」ボタン１６０３、「アドレス編
集」ボタン１６０４、「アドレス削除」ボタン１６０５、「設定」ボタン１６０６等が表
示される。ユーザがアドレスリスト１６０１からアドレスを選択し、「設定」ボタン１６
０６を押下すると、選択されたアドレス１６０２の種別と送信先が設定され、ＲＡＭ１０
２に記憶される。
【００５２】
　ユーザが「ワンタッチ」ボタン１７０３を押下した場合、ＣＰＵ１０１は「ワンタッチ
」ボタン１７０３に登録された送信先をジョブの送信先として設定する。「ワンタッチ」
ボタンの送信先は予め不図示の方法において設定されているものとする。また、図９にお
いて、「ワンタッチ」ボタン１７０３は「スキャンして送信」画面１７００上に一つしか
表示されていない。しかし、複数個の「ワンタッチ」ボタン１７０３が「スキャンして送
信」画面１７００に表示され、それぞれのボタンに対応して異なる送信先がジョブの送信
先として登録されていることとしてもよい。
【００５３】
　ＣＰＵ１０１は、以上の操作によりユーザが入力した送信先を送信先表示部１７０１に
表示し、表示した送信先をＲＡＭ１０２の送信先テーブル５０１に記憶する。図９（ｂ）
は、送信先としてＦＡＸ番号およびＥメールアドレスが設定されている設定画面である。
【００５４】
　図５（ａ）にＲＡＭ１０２に記憶された送信先の模式図を示す。なお、送信先は複数設
定することが可能である。例えば、図５（ａ）の送信先テーブル５０１では、ＦＡＸ／セ
ンドジョブの送信先としてＦＡＸ番号とメールアドレスが設定されている。
【００５５】
　ＣＰＵ１０１は送信先の設定を終えた後、再びユーザの入力を受け付ける（Ｓ１０６）
。
　以上が送信先を設定するための処理である。
【００５６】
　次に、ＣＰＵ１０１がその他の設定を行う処理を行う場合について述べる。
　ＣＰＵ１０１が受け付けたユーザの入力が、カラーモード選択ボタン１７０５、解像度
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設定ボタン１７０６、両面設定ボタン１７０７、その他の機能ボタン１７０８の押下であ
れば、その他の設定を行うための処理を行う（図中、その他の設定）（Ｓ１０９）。
【００５７】
　例えば、ユーザがカラーモード選択ボタン１７０５を押下した場合、ＣＰＵ１０１はＬ
ＣＤ表示部４０１にカラーモード選択画面を表示する。さらに、ＣＰＵ１０１はユーザの
入力に基づいて、原稿送信時にカラー画像を送信するか白黒画像を送信するか等を設定す
る。
【００５８】
　また、ユーザが解像度設定ボタン１７０６を押下した場合、ＣＰＵ１０１はＬＣＤ表示
部４０１に解像度設定画面を表示する。さらに、ＣＰＵ１０１はユーザの入力に基づいて
、原稿読み取り時の解像度を設定する。
【００５９】
　ユーザが両面設定ボタン１７０７を押下した場合、ＣＰＵ１０１はＬＣＤ表示部４０１
に両面選択画面を表示する。さらに、ＣＰＵ１０１はユーザの入力に基づいて、原稿の両
面読み込みを行うか否かの両面設定をする。
【００６０】
　ＣＰＵ１０１は、ユーザが設定した内容を反映した「スキャンして送信」画面１７００
をＬＣＤ表示部４０１に表示する。図９（ｂ）はカラーモードおよび両面設定についてユ
ーザが設定を行った後の設定画面である。
【００６１】
　ユーザが設定を変更した設定項目が判別しやすいよう、設定の変更がなされた設定項目
については色を反転している。図９（ｂ）では、カラーモード選択ボタン１７０５および
両面設定ボタン１７０７の色が反転しており、カラーモードが「白黒」から「カラー」へ
、両面設定が「両面」から「片面」へ変更されている。
【００６２】
　ＣＰＵ１０１は、ユーザが設定した上記の設定値をＲＡＭ１０２の設定値テーブル５０
２に記憶する。図５（ｂ）にＲＡＭ１０２に記憶されたその他の設定の設定値の模式図を
示す。例えば、図５（ｂ）では、カラーモードが「カラー」、解像度が「普通」、両面設
定が「片面」と設定されている。
【００６３】
　ＣＰＵ１０１はその他の設定の設定を終えた後、再びユーザの入力を受け付ける（Ｓ１
０６）。
　以上がその他の設定を行うための処理である。
【００６４】
　次に、ＣＰＵ１０１が送信処理を行う場合について述べる。
　ＣＰＵ１０１が受け付けたユーザの入力が、スタートキー４０２の押下であれば、送信
のための処理を開始する（図中、送信開始）。
【００６５】
　ユーザがスタートキー４０２を押下すると、ＣＰＵ１０１はスキャナ１１４を用いて原
稿の読み取りを開始する。
【００６６】
　ＣＰＵ１０１はスキャナ１１４で読み取った原稿を読み込み、読み込んだ画像データを
ＲＡＭ１０２あるいはＨＤＤ１０４に記憶する（Ｓ１１０）。この際、ＲＡＭ１０２に記
憶されている設定値テーブル５０２の設定内容に従って、ＣＰＵ１０１はスキャナ１１４
の制御を行う。また、ＲＡＭ１０２の設定値テーブル５０２に記憶されている設定内容に
従って、ＣＰＵ１０１もしくは画像処理部１１７で画像処理を行う。
【００６７】
　次に、ＣＰＵ１０１はスキャナ１１４が読みこんだ画像データをＲＡＭ１０２に記憶さ
れた送信先に送信する（Ｓ１１１）。ＲＡＭ１０２に記憶された送信先の種別に応じて、
適宜ネットワークインタフェース１０５やモデム１０６を使用し、ＬＡＮ１２１や公衆回
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線網１２２に送信する。
【００６８】
　次に、ＣＰＵ１０１は送信後に送信先を消去するか否かを判定する（Ｓ１１２）。ＣＰ
Ｕ１０１はＲＡＭ１０２に記憶された送信先消去フラグ５０３を参照し、送信先を消去す
るか否かを判定する。送信先消去フラグ５０３は、ジョブ実行後に続けてジョブを送信す
るときに送信先を消去しないことによる誤送信を防止するために設けられたフラグである
。ユーザは図示しない手段を用いて送信先消去フラグ５０３を「消去する」もしくは「消
去しない」を示す値に設定する。図５（ｃ）にＲＡＭ１０２に記憶された送信先や他の設
定値の反映に関する設定値の模式図を示す。例えば図５（ｃ）では、ジョブ送信後に送信
先の情報はＲＡＭ１０２から「消去する」、その他の設定項目については設定値をＲＡＭ
１０２から「消去しない」、再ログイン時にＲＡＭ１０２に記憶された設定値について「
反映する」と設定されている。
【００６９】
　ＲＡＭ１０２に記憶された送信先消去フラグ５０３が「消去しない」の場合、ＣＰＵ１
０１はＲＡＭ１０２に記憶された送信先を消去することなく、その他の設定値を消去する
か否かの判定へ進む。ジョブ送信後に送信先を消去せずログアウトした場合、ログアウト
時には前回のジョブ送信時の送信先が設定されている。そのため、後述する方法でＨＤＤ
１０４に前回のジョブ送信時の送信先が記憶される。このとき、再ログイン時に自動で設
定値の反映を行う反映対象から送信先を除くことで、送信先消去フラグ５０３を「消去し
ない」とした場合も、再ログイン後の誤送信を低減することができる。
【００７０】
　ＲＡＭ１０２に記憶された送信先消去フラグ５０３が「消去する」を示す値に設定され
ている場合、ＣＰＵ１０１は送信先テーブル５０１に記憶された送信先および送信先表示
部１７０１に表示された設定内容を消去する（Ｓ１１３）。
【００７１】
　続いて、ＣＰＵ１０１はＲＡＭ１０２に記憶された送信先以外の設定項目の設定値を消
去するか否かを判定する（Ｓ１１４）。ＣＰＵ１０１はＲＡＭ１０２に記憶された設定値
消去フラグ５０４を参照し、設定値を消去するか否かを判定する。設定値消去フラグ５０
４は、ユーザが図示しない手段によって「消去する」もしくは「消去しない」を示す値に
設定する。同じ設定でＦＡＸ／センド機能を利用する頻度が多い場合には設定値消去フラ
グ５０４を「消去しない」とすることで、次のジョブの設定時に以前と同じ設定値が自動
で設定され、ユーザがジョブ設定を行う手間が少なくなる。
【００７２】
　ＲＡＭ１０２に記憶された設定値消去フラグ５０４が「消去する」を示す値の場合、Ｃ
ＰＵ１０１はＲＡＭ１０２に記憶された設定値を消去する（Ｓ１１５）。ＣＰＵ１０１は
送信先以外の設定値を消去した後、再びユーザによる入力を待つ（Ｓ１０６）。
【００７３】
　ＲＡＭ１０２に記憶された設定値消去フラグ５０４が「消去しない」を示す値の場合は
、ＣＰＵ１０１はＲＡＭ１０２に記憶された設定値を消去することなく、ユーザの入力を
待つ（Ｓ１０６）。
【００７４】
　以上が送信処理である。
【００７５】
　次に、ＣＰＵ１０１がログアウト処理を行う場合について述べる。
【００７６】
　ＣＰＵ１０１が受け付けたユーザの入力が、「ログアウト」ボタン１７０９の押下また
はＩＤキー４０７の押下であれば、ログアウトのための処理を開始する（図中、ログアウ
ト）。
【００７７】
　ＣＰＵ１０１は、ログイン中のユーザのユーザＩＤを取得する（Ｓ１１６）。
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【００７８】
　次に、ＣＰＵ１０１は現在ＬＣＤ表示部４０１に表示されている機能の機能種別と取得
したユーザＩＤを紐付けてＨＤＤ１０４へ記憶する（Ｓ１１７）。ＨＤＤ０１０４に記憶
される機能種別の情報の模式図を図６（ａ）に示す。例えば、図６（ａ）では、ログアウ
ト時にＦＡＸ／センド機能のジョブに関する設定画面がＬＣＤ表示部４０１に表示されて
いたことが記憶されている。
【００７９】
　次に、ＣＰＵ１０１はＲＡＭ１０２の送信先テーブル５０１に記憶された送信先を、取
得したユーザＩＤに紐付けてＨＤＤ１０４へ記憶する（Ｓ１１８）。ＨＤＤ１０４に記憶
される送信先の情報の模式図を図６（ｂ）に示す。例えば、図６（ｂ）では、ユーザＩＤ
が「０００１」のユーザについてＦＡＸ番号とＥメールアドレスが送信先として記憶され
ている。
【００８０】
　次に、ＣＰＵ１０１はＲＡＭ１０２の設定値テーブル５０２に記憶された設定内容を、
取得したユーザＩＤに紐付けてＨＤＤ１０４へ保存する（Ｓ１１９）。ＨＤＤ１０４に記
憶される設定内容の情報の模式図を図６（ｃ）に示す。例えば、図６（ｃ）では、ユーザ
ＩＤが「０００１」のユーザについてカラーモードは「カラー」、解像度は「普通」、両
面設定が「片面」としてＨＤＤ１０４に記憶されている。
【００８１】
　次に、ＣＰＵ１０１はログインユーザに対するログアウト処理を行い、本フローチャー
トにおける処理を終了する（Ｓ１２０）。
【００８２】
　以上の処理により、ユーザがログアウトしたときに設定されている送信先と各設定項目
の設定値が、ＨＤＤ１０４に記憶される。
【００８３】
　次に、記憶された送信先および設定値の反映処理について図３を用いて説明する。
【００８４】
　以下の説明では、ユーザがログアウト時にＦＡＸ／センド機能を利用していたものとし
、再ログインした後に送信先以外の設定項目について設定値を自動で反映した「スキャン
して送信」画面１７００を表示する場合について説明する。ＣＰＵ１０１が図３に示す設
定値の反映処理を行うことにより、ログアウト時に送信先が設定されていても、再ログイ
ン後に設定されていた送信先が反映されることがなく、誤送信を低減することが可能とな
る。
【００８５】
　図２のＳ１０３にて認証したユーザのユーザＩＤに対応する初期表示機能がＨＤＤ１０
４の初期表示機能６０１に記憶されていた場合、ＣＰＵ１０１は初期表示機能６０１に対
応する機能の設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する（Ｓ２０１）。
【００８６】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ＨＤＤ１０４に記憶されている設定値を反映した設定画面を表
示するか否かを判定する（Ｓ２０２）。ユーザは、予め不図示の方法において設定値反映
機能を利用するか否かを設定する。例えば、ＬＣＤ表示部４０１は設定値反映機能を利用
するか否かを設定するための画面を表示可能であり、その画面を利用してユーザが設定値
反映機能を利用するか否かを設定することができる。ユーザにより行われた設定に従って
、ＣＰＵ１０１は設定値の反映処理を行うか否かを判定する。
【００８７】
　設定値を反映しないとＣＰＵ１０１が判定した場合、ＣＰＵ１０１は図２のＳ１０６へ
進み、ユーザによる入力を受け付ける。
【００８８】
　設定値を反映するとＣＰＵ１０１が判定した場合、ＣＰＵ１０１は送信先以外の設定項
目についてＨＤＤ１０４の設定値テーブル６０３に記憶されている設定値を取得する（Ｓ
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２０３）。
【００８９】
　ＣＰＵ１０１はＨＤＤ１０４の設定値テーブル６０３から取得した設定値をＲＡＭ１０
２の設定値テーブル５０２に記憶する（Ｓ２０４）。
【００９０】
　ＣＰＵ１０１がＨＤＤ１０４から取得した設定値をＲＡＭ１０２に記憶した後、ＣＰＵ
１０１は設定値を反映した設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する（Ｓ２０５）。
【００９１】
　ＣＰＵ１０１が設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示したのち、図２のＳ１０６へ進み
、ユーザからの入力を受け付ける。
【００９２】
　図９（ｃ）に再ログイン後にＬＣＤ表示部４０１に表示される、送信先以外の設定項目
についてＨＤＤ１０４に記憶された設定値を反映したＦＡＸ／センドジョブの設定画面を
示す。図９（ｃ）では、送信先は反映されておらず、カラーモードは「カラー」、解像度
は「普通」、両面設定は「片面」に設定されている。
【００９３】
　図３のＳ２０１では、ＣＰＵ１０１が設定値反映前の設定画面をＬＣＤ表示部４０１に
表示するものとして説明した。しかし、ＣＰＵ１０１は、Ｓ２０１では設定値反映前の設
定画面を表示せずに、Ｓ２０５において、図９（ｃ）に示す設定値反映後の設定画面をＬ
ＣＤ表示部４０１に表示することとしてもよい。
【００９４】
　以上の処理を実行することで、送信先以外の設定項目についてのみ再ログイン時に自動
でログアウト時の設定を反映した設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示することが可能と
なる。このように、送信先以外の設定項目については自動で設定値の反映された設定画面
がＬＣＤ表示部４０１に表示されるため、以前と同様の設定値を利用する場合に設定に係
る手間が少なくなる。一方で、送信先を反映対象から除くことで、ユーザが再ログインし
た際に送信先について改めて入力を行うため、ユーザが意図していない送信先へＦＡＸデ
ータやＥメールを送信してしまう可能性を低減する。
【００９５】
　なお、実施例１では図２のＳ１１８にて、ＣＰＵ１０１はＲＡＭ１０２の送信先テーブ
ル５０１に記憶された送信先をＨＤＤ１０４へ記憶する。しかし、Ｓ１１８にてＣＰＵ１
０１は送信先をＨＤＤ１０４へ記憶しなくてもよい。
【００９６】
　また、実施例１のＳ２０２では送信先以外の設定項目の設定値反映について、予めユー
ザが不図示の方法を用いて設定値反映機能を利用するか否かを決定する場合を説明した。
しかし、ユーザが設定値反映機能を利用するか否かを選択することができず、必ず送信先
以外の設定項目の設定値を反映することとしてもよい。
【００９７】
　さらに、実施例１ではＲＡＭ１０２の設定値反映フラグ５０５に従って、送信先以外の
設定項目について設定値反映機能を利用するか否かを判定する場合について説明した。し
かし、ＲＡＭ１０２の設定値消去フラグ５０４を参照して設定値反映機能を利用するか否
かを判定してもよい。例えば、設定値消去フラグ５０４が「消去しない」である場合は、
同じ設定でジョブを実行する頻度が高い環境であるため、再ログイン時に設定値反映機能
を利用することとする。設定値消去フラグ５０４が「消去する」である場合は設定値反映
機能を利用しないこととする。
【００９８】
　（実施例２）
　実施例１では、一部の設定項目については自動で設定値を反映し、他の設定項目につい
ては設定値を反映しない設定画面を表示する方法を説明した。実施例２では一部の設定項
目については自動で設定値を反映し、他の設定項目についてはユーザの反映指示を受けて
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から設定値を反映した設定画面を表示する場合について説明する。
【００９９】
　実施例２では実施例１と同様にユーザがＦＡＸ／センド機能を利用し、送信先以外の設
定値を自動で反映した設定画面を表示する場合を例に説明する。このようにすることで、
送信先以外の設定項目について自動で設定値が反映された設定画面が表示され、設定値の
再設定を行うユーザの手間が少なくなる。一方で、送信先については再ログイン時に設定
値を自動で反映する対象から除き、再ログイン後、ユーザにログアウト時の設定値の再現
を行うか否かを問合せる。再ログイン後、ユーザ指示に従い送信先を反映することで、ロ
グアウト時と同じ送信先を利用したい場合に一から送信先を設定する手間を省略できる。
【０１００】
　ＣＰＵ１０１がログインから送信先以外の設定項目の設定値を自動で反映するまでに行
う処理については実施例１と同様のため説明を省略する。
【０１０１】
　ＣＰＵ１０１が送信先をユーザの反映指示に基づいて反映するときに行う処理について
、図４を用いて説明する。ＣＰＵ１０１がＳ２０１からＳ２０４までの処理を行うことで
、送信先以外の設定項目について自動でログアウト時の設定値が反映される。送信先はＳ
２０１からＳ２０４までの処理の対象ではなく、自動で設定値の反映を行う対象から除か
れる。
【０１０２】
　ＣＰＵ１０１がＨＤＤ１０４の設定値テーブル６０３に記憶された設定値をＲＡＭ１０
２の設定値テーブル５０２に記憶した後、ＣＰＵ１０１は、送信先を反映するか否かを判
定する（Ｓ４０１）。具体的には、ＣＰＵ１０１がＲＡＭ１０２に記憶されている送信先
消去フラグ５０３を参照し、送信先消去フラグの内容が「消去しない」であれば送信先を
反映するものと判定する。ＲＡＭ１０２の送信先消去フラグ５０３の内容が「消去する」
であればＣＰＵ１０１は送信先を反映しないものと判定し、図２のＳ１０６へ進みユーザ
による入力を受け付ける。
【０１０３】
　送信先を反映するとＣＰＵ１０１が判定した場合、ＣＰＵ１０１は、ユーザＩＤに紐づ
いてＨＤＤ１０４の送信先テーブル６０２に記憶された送信先を参照し、前回ログアウト
時に設定されていた送信先を取得する（Ｓ４０２）。
【０１０４】
　次に、ＣＰＵ１０１はＨＤＤ１０４から取得した送信先を送信先反映候補とし、ＬＣＤ
表示部４０１上の送信先反映設定ダイアログに表示する（Ｓ４０３）。送信先反映設定ダ
イアログの例を図１０に示す。送信先反映設定ダイアログには送信先リスト１８５１、反
映設定チェックボックス１８５２、ＯＫボタン１８５３が配置されている。送信先リスト
１８５１には、ＣＰＵ１０１がＨＤＤ１０４から取得した送信先が表示される。
【０１０５】
　次に、ＣＰＵ１０１はユーザによる反映すべき送信先の入力を受け付ける（Ｓ４０４）
。具体的には、反映設定チェックボックス１８５２の各ボタンおよびＯＫボタン１８５３
の押下を受け付ける。反映設定チェックボックス１８５２の各ボタンはトグルとなってお
り、ユーザの押下毎にチェックの有無が切り替わる。ＯＫボタン１８５３の押下を受け付
けた時、ＣＰＵ１０１は反映設定チェックボックス１８５２にチェックのある送信先を、
反映すべき送信先として受け付ける。
【０１０６】
　次に、ＣＰＵ１０１が受け付けた反映すべき送信先をＲＡＭ１０２の送信先テーブル５
０１に記憶する（Ｓ４０５）。具体的には、図１０の反映設定チェックボックス１８５２
にチェックの入っていた送信先をＲＡＭ１０２の送信先テーブル５０１に記憶する。ＣＰ
Ｕ１０１がＳ４０１からＳ４０５までの処理を行うことにより、送信先については自動で
は設定値の反映を行わずユーザの反映指示に従って、ログアウト時の設定値を反映する。
【０１０７】
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　ＣＰＵ１０１は送信先およびその他の設定値について反映処理を終えた後、設定値の反
映された状態の設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する（Ｓ２０５）。図９（ｄ）に送
信先およびその他の設定値について反映処理を終えた後にＬＣＤ表示部４０１に表示され
る設定画面を示す。図９（ｄ）ではカラーモードが「カラー」、両面設定が「片面」に設
定されているのに加え、図１０で選択された送信先「ｘｘｘ＠ｙｙｙ．ｚｚｚ」が設定さ
れている。ＣＰＵ１０１は設定画面を表示した後、図２のＳ１０６へ進む。
【０１０８】
　図４を用いた送信先および設定値の反映処理の説明では、Ｓ２０９において、ＣＰＵ１
０１はＨＤＤ１０４に記憶された設定値をＲＡＭ１０２に記憶する場合を説明した。しか
し、Ｓ２０４においてＣＰＵ１０１がＨＤＤ１０４に記憶されていた設定値をＲＡＭ１０
２に記憶し、設定値の反映された設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示してもよい。例え
ば、Ｓ２０４において、ＣＰＵ１０１は送信先以外の設定項目について設定値を反映した
設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する。その後、ＣＰＵ１０１はＳ４０１～Ｓ４０５
、Ｓ２０５の処理を行い、ユーザが反映指示を行った送信先を反映した設定画面をＬＣＤ
表示部４０１に表示することとしてもよい。
【０１０９】
　以上の処理を行うことで、再ログイン時に送信先以外の設定項目について、ログアウト
の時に設定されていた設定値を自動で反映させた設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示す
ることが可能となる。さらに、送信先についてはユーザが反映を指示した送信先について
のみ送信先が反映された設定画面が表示され、ユーザが送信先を設定する手間が少なくな
る。
【０１１０】
　なお、Ｓ４０１では、ＲＡＭ１０２に記憶された送信先消去フラグ５０３を参照し、送
信先を反映するか否かを判定するものとして説明したが、他の方法を用いてＣＰＵ１０１
が判定してもよい。例えば、ＣＰＵ１０１がＨＤＤ１０４の送信先テーブル６０２を参照
し、送信先テーブル６０２がＦＡＸの送信先を含む場合は送信先の反映を行わず、ＦＡＸ
の送信先を含まない場合は送信先の反映を行うこととしてもよい。このようにすることで
、送信種別やプロトコルに基づいて送信先の反映を行うか否かを判定することが可能とな
る。送信先のＦＡＸ装置が通信可能か否かを確認してから原稿を送信することで、送信先
へ確実に原稿を送信することができるＦＡＸは、Ｅメール等他の送信種別やプロトコルを
用いた通信と比較して重要な原稿の送信に用いられる頻度が高い場合がある。そのような
場合に、送信先テーブル６０２にＦＡＸの送信先が含まれていた場合は送信先の反映を行
わないとすることで重要度の高い原稿の送信を行うときの誤送信の可能性を低減する。
【０１１１】
　さらに、ＨＤＤ１０４の送信先テーブル６０２に記憶された送信先のうち、ＦＡＸの送
信先のみを反映対象から除外するようにしてもよい。
【０１１２】
　また、図４のＳ４０１において、送信先について「反映する」、「反映しないか」、反
映する送信先を「問い合せる」のいずれの方法をとるか不図示の方法を用いて予めユーザ
が設定できるようにしてもよい。この場合、Ｓ４０１においてＣＰＵ１０１はユーザの選
択に従って送信先の反映を行うか否かを判断する。
【０１１３】
　（実施例３）
　上記の実施例１または２では、再ログイン時に送信先以外の設定項目についてユーザに
よる反映指示に基づくことなく設定値の反映を行った設定画面を表示する例について説明
した。これに対し、実施例３では、ユーザが反映指示に基づくことなく設定値の反映を行
う設定項目をユーザが予め設定できるようにする方法について説明する。
【０１１４】
　これにより、ユーザの希望する設定項目についてのみ自動でログアウト時の設定値を反
映した設定画面を表示することが可能となる。このようにすることで、ユーザが予め設定
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した設定項目については、再ログイン後の設定の手間が少なくなる。一方で、ユーザが予
め設定した設定項目以外の設定項目は、設定値を自動で反映する対象から除く。これによ
り、自動では設定値の反映を行わないこととした設定項目についてユーザの意図しない設
定値でジョブを実行してしまう可能性が低くなる。
【０１１５】
　以下、実施例３においてＣＰＵ１０１が行う処理について図１３を用いて説明する。図
１３に示されるフローチャートは画像処理装置１００のＨＤＤ１０４内にプログラムコー
ドとして記憶される。ＣＰＵ１０１はＨＤＤ１０４に記憶されたプログラムコードを読み
取り、以下の各ステップを実行することによって本発明における各機能を実現する。
【０１１６】
　なお、実施例３についても、ＣＰＵ１０１がログアウト時に各設定項目の設定値をＨＤ
Ｄ１０４に記憶するまでの処理は実施例１と同様であるため、Ｓ１０１～Ｓ１１９、Ｓ２
０１の説明は省略する。
【０１１７】
　ＣＰＵ１０１は各設定項目の設定値についてＨＤＤ１０４の設定値テーブル６０３に記
憶されている値を取得する（Ｓ３０１）。このとき、ＣＰＵ１０１が送信先を取得する場
合は、ＨＤＤ１０４の送信先テーブル６０２に記憶された送信先を取得する。
【０１１８】
　次に、ＣＰＵ１０１は設定値をＨＤＤ１０４から取得した設定項目について該設定項目
の反映方法をＲＡＭ１０２から取得する（Ｓ３０２）。ＣＰＵ１０１はＲＡＭ１０２の反
映方法テーブル７００に記憶された設定値を参照して、反映方法を決定する。ＲＡＭ１０
２に記憶された反映方法情報の模式図を図１４（ａ）に示す。反映方法情報は、図示しな
い方法で、ユーザにより設定項目ごとに「反映する」、「反映しない」、「問い合わせる
」のいずれかの値に設定される。ユーザが「反映しない」または「問い合せる」と設定し
た設定項目は再ログイン後に自動でログアウト時の設定値を反映する対象から除く。
例えば、図１４（ａ）では、送信先および解像度については「問い合せる」、カラーモー
ドにつては「反映する」、両面設定については「反映しない」と記憶されている。
【０１１９】
　ＣＰＵ１０１は、設定値を取得した設定項目の反映方法が「反映する」「反映しない」
「問い合せる」のいずれであるかを判定する（Ｓ３０３）。
【０１２０】
　ＣＰＵ１０１は、設定値を取得した設定項目の反映方法が「反映する」であれば設定値
をＲＡＭ１０２の設定値テーブル５０２に記憶する（Ｓ２０４）。ユーザが予め再ログイ
ン後に自動で設定値の反映を行うと設定した設定項目について、ＣＰＵ１０１がＳ３０１
からＳ３０３、Ｓ２０４の処理を行う。これにより、ユーザが予め自動で設定値の反映を
行うと設定した設定項目については再ログイン後に自動でログアウトの際に設定されてい
た設定値を反映する。ＣＰＵ１０１は、設定値をＲＡＭ１０２の設定値テーブル５０２に
記憶した後、全ての設定項目について処理を終えたかを判定する（Ｓ３０７）。
【０１２１】
　ＣＰＵ１０１は、設定値を取得した設定項目の反映方法が「反映しない」であれば設定
値をＲＡＭ１０２の設定値テーブル５０２に記憶せず、全ての設定項目について設定がな
されたかを判定する（Ｓ３０７）。
【０１２２】
　ＣＰＵ１０１は、設定値を取得した設定項目の反映方法が「問い合せる」であるとき、
設定項目の設定値の反映についてユーザに問い合わせるための反映確認画面７５０をＬＣ
Ｄ表示部４０１に表示する（Ｓ３０４）。ＣＰＵ１０１がＬＣＤ表示部４０１に表示する
反映確認画面の例を図１４（ｂ）に示す。
【０１２３】
　反映確認画面７５０には、ＣＰＵ１０１が設定値を取得した設定項目の名称７５１およ
びＣＰＵ１０１が取得した設定値７５２が表示されている。さらに、反映確認画面７５０
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には、「はい」ボタン７５３および「いいえ」ボタン７５４が配置されている。なお、Ｃ
ＰＵ１０１が設定値を取得した設定項目が送信先の場合には、図１０と同様の画面を表示
し、送信先ごとに反映するか否かをユーザに問い合わせる。
【０１２４】
　ＣＰＵ１０１は表示した設定値を反映するか否かのユーザ入力を受け付ける。具体的に
は、ＣＰＵ１０１は反映確認画面７５０に配置された「はい」ボタン７５３もしくは「い
いえ」ボタン７５４の押下を受け付ける。あるいは、ＣＰＵ１０１は、送信先反映設定ダ
イアログ１８５０に配置された反映設定チェックボックス１８５２およびＯＫボタン１８
５３の押下を受け付ける（Ｓ３０５）。
【０１２５】
　ＣＰＵ１０１は、反映確認画面７５０で受け付けたユーザの入力を判定する（Ｓ３０６
）。ＣＰＵ１０１が受け付けたユーザの入力が「はい」ボタン７５３の押下であれば、設
定値をＲＡＭ１０２の設定値テーブル５０２に記憶する（Ｓ２０４）。設定値の記憶を終
えた後、ＣＰＵ１０１は、設定値の反映後全ての設定項目について反映処理を完了したか
否かを判定する（Ｓ３０７）。
【０１２６】
　ＣＰＵ１０１は受け付けたユーザの入力が「いいえ」ボタン７５４の押下であれば、Ｃ
ＰＵ１０１は全ての設定項目について処理を完了した否かを判定する（Ｓ３０７）。ユー
ザに設定値の反映を行うか否かを問合せることにより、再ログイン後に自動でログアウト
時の設定値を反映する反映対象としない設定項目について、再ログイン後にログアウト時
と同じ設定値を利用するための再設定の手間を少なくする。　ＣＰＵ１０１が全ての設定
項目について処理が完了していないと判定した場合は、残りの設定項目について設定値及
び反映方法を取得し、反映方法に従った処理を行う（Ｓ３０１～Ｓ３０６、Ｓ２０４）。
ＣＰＵ１０１が全ての設定項目について処理を完了したと判定した場合、設定値を反映し
た状態の設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示し設定値の反映処理を終了する（Ｓ２０５
）。
【０１２７】
　設定値を反映した設定画面を表示した後、ＣＰＵ１０１は図２のＳ１０６の処理に進み
ユーザの入力を待つ。
【０１２８】
　図１３を用いた送信先および設定値の反映処理の説明では、Ｓ２０４においてＣＰＵ１
０１はＨＤＤ１０４の設定値テーブル６０３に記憶されている設定値をＲＡＭ１０２に設
定値テーブル５０２に記憶する場合について説明した。しかし、Ｓ２０４において、ＣＰ
Ｕ１０１がＨＤＤ１０４の設定値テーブル６０３に記憶されている設定値をＲＡＭ１０２
の設定値テーブル５０２に記憶するとともに、設定値を反映した設定画面をＬＣＤ表示部
４０１に表示してもよい。Ｓ３０１でＣＰＵ１０１がＨＤＤ１０４に記憶されたカラーモ
ードの設定値を取得した場合を例に説明する。Ｓ２０４においてＣＰＵ１０１はＲＡＭ１
０２に設定値を記憶し、カラーモードについてＨＤＤ１０４に記憶された設定値を反映し
た設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する。ＣＰＵ１０１はカラーモードの設定値の反
映を行った設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示した後、Ｓ３０７へ進み、全ての設定項
目について反映処理を行ったか否かを判定する。
【０１２９】
　以上のように、実施例３では送信先を含めた全ての設定項目について、再ログイン後の
処理を「反映する」、「反映しない」、「ユーザに問い合わせる」の中からユーザが選択
することが可能となる。自動で設定値の反映を行う設定項目をユーザが選択することが可
能となり、ユーザの利便性が向上する。
【０１３０】
　（その他の実施例）
　実施例１乃至３では、ユーザがＦＡＸ／センド機能を用いた場合について述べたが、コ
ピー、プリント等画像処理装置の備える他の機能についても同様である。
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　また、実施例１および２では、再ログイン後すぐにログアウト時に利用していた機能の
設定画面を表示するものした。しかし、ユーザが再ログインした後、ＬＣＤ表示部４０１
にメインメニュー画面１５００を表示し、ユーザが選択した機能について、ＨＤＤ１０４
に記憶されている設定値を反映した設定画面を表示するとしてもよい。
【０１３２】
　実施例１乃至３では、設定項目のうち一部の設定項目については自動で設定値を反映し
、他の設定項目については少なくとも自動では設定値を反映しない設定画面をＬＣＤ表示
部４０１に表示する例を説明した。しかし、一部の設定項目についてはユーザによる反映
指示に基づいて反映する、またはユーザの反映指示に基づくことなく反映することとし、
他の設定項目については設定値の反映を禁止することとしてもよい。
【０１３３】
　たとえば、ＦＡＸ／センド機能において、再ログイン中にログアウト時に設定されてい
た送信先を反映した設定画面を表示することを禁止する。ユーザがＦＡＸ／センド機能に
関する送信先を含む複数の設定項目について設定を行いログアウトしたとする。ログアウ
トしたユーザの再ログイン中に、送信先についてはログアウトの時に設定されていた送信
先を反映した設定画面を表示することを禁止する。このとき、送信先を除く他の設定項目
については再ログイン中にユーザの指示に基づかずにログアウト時の設定を反映した設定
画面を表示する。または、再ログイン中にユーザに対してログアウト時の設定値を反映す
るか否かを問合せてもよい。設定値の反映を行うか否かをユーザに問合せるときには、Ｃ
ＰＵ１０１が図１５等の設定値反映選択画面１２００をＬＣＤ表示部４０１に表示する。
ユーザが「はい」ボタン１２０１を選択した場合、ＣＰＵ１０１はＨＤＤ１０４に記憶さ
れた設定値を反映した設定画面をＬＣＤ表示部４０１に表示する。ユーザが「いいえ」ボ
タン１２０２を選択した場合、ＣＰＵ１０１はＨＤＤ１０４に記憶された設定値を反映す
ることなく設定画面を表示する。
【０１３４】
　このようにすることで、再ログイン時に一部の設定項目を反映対象から除いた設定画面
を表示することが可能になるため、ユーザが設定値の反映がなされたことに気がつかずジ
ョブを実行してしまうことを減らすことができる。
【０１３５】
　実施例１乃至３では図２から図４、図１３に説明した処理を画像処理装置１００のコン
トローラユニット１１６内のＣＰＵ１０１が行うものとして説明した。しかし、処理を行
うＣＰＵ１０１は画像処理装置１００のコントローラユニット１１６内にある場合に限ら
ない。例えば、画像処理装置に接続されたコンピュータが画像処理装置の制御を行うこと
とし、コンピュータ内のＣＰＵが実施例１乃至３で述べた処理を行うこととしてもよい。
【０１３６】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
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